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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホログラフィックデータ記憶媒体（４）上で保護する価値のある情報を暗号化するため
の符号化方法にしたがって暗号化された情報の項目を復号する復号方法において、
　上記符号化方法は、
　暗号化されるべき少なくとも１つの情報の項目（Ｉ；Ｉ１，Ｉ２）を提供するステップ
と、
　上記情報を少なくとも２つのグラフィックデータイメージ（Ｄ１，Ｄ２）に変換するス
テップと、
　上記グラフィックデータイメージ（Ｄ１，Ｄ２）を少なくとも２つのホログラム（Ｈ１

，Ｈ２）に変換するステップと、
　上記ホログラムを上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）に書き込むステップとを
備え、
　上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）に複数のホログラム（Ｈ’１，Ｈ’２）が
書き込まれる前に、上記ホログラム（Ｈ１，Ｈ２）のグラフィックが上記ホログラム（Ｈ
’１，Ｈ’２）に変更され、
　上記復号方法は、
　少なくとも１つのホログラム（Ｈ’１，Ｈ’２；Ｈｇｅｓ）を有する上記ホログラフィ
ックデータ記憶媒体（４）を提供するステップと、
　レーザビームであるエネルギービームを上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）に
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照射して、上記ホログラム（Ｈ’１，Ｈ’２；Ｈｇｅｓ）を読み出すステップと、
　上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）で反射された上記エネルギービームを受信
機（５）で受信して、上記ホログラム（Ｈ’１，Ｈ’２；Ｈｇｅｓ）をグラフィックデー
タイメージ（Ｄ１，Ｄ２）に変換するステップとを備え、
　上記エネルギービームはフィルタ（２）に入射され、上記フィルタ（２）は、上記エネ
ルギービームが２次元パターンで上記受信機（５）に入射されるという方法で上記エネル
ギービームを部分的にのみ通過させ、上記２次元パターンは、イメージ鍵（Ｓ２）によっ
て一意に定義されることを特徴とする復号方法。
【請求項２】
　ホログラフィック形式で存在する情報の項目を復号するコーデック回路において、
　レーザビームであるエネルギービームを生成する放射源（１）と、
　上記エネルギービームをホログラフィックデータ記憶媒体（４）に照射するレンズ（３
）と、
　上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）を保持する保持デバイスと、
　上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４）で反射された上記エネルギービームを検出
する受信機（５）とを備え、
　上記保持デバイス及び上記レンズ（３）は、上記ホログラフィックデータ記憶媒体（４
）が複数の点で照射されうるような方法でお互いに相対的に移動されることが可能であり
、
　上記エネルギービームのビーム経路上にフィルタ（２）は配置され、上記フィルタは、
上記エネルギービームを２次元パターンで上記受信機（５）に照射するという方法で上記
エネルギービームを変更し、上記２次元パターンは、イメージ鍵（Ｓ２）によって一意に
定義されることを特徴とするコーデック回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保護する価値のある情報を安全に記憶する方法に関し、その方法は、符号化
方法及び復号方法を含む。さらに、本発明は、上記方法を実装する符号器／復号器（“コ
ーデック”）、及び上記符号化方法により生成された暗号化されたデータのホログラフィ
ック記憶のためのデータ記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報を保護するために、一般に、情報はデジタルフォーマットに変換され、その後、実
質的に利用された鍵の知識のみで復号できる暗号法の暗号化方法を用いて暗号化される。
優れた暗号化の場合、暗号化された情報を復号するための鍵を計算機を用いて発見するた
めの時間消費は非常に大きく、復号を実行する試みは権限のない人々にとって魅力がなく
なる。なぜなら、さまざまな鍵を試すこと（“総当たり攻撃（brute force attack）”）
、例えば異なるパスワードが繰り返し試されることは、パスワードが多くの桁を有し対応
して高いエントロピーを有している場合、非常に長時間継続するからである。しかしなが
ら、この場合の不利な点は、デジタル形式で存在する暗号化された情報は何度も複製され
うることであり、それにより、例えば、インターネットを経由して多くの異なる計算機に
記憶され、可能な鍵の他の範囲がそれぞれの計算機で試されることが可能である（並列化
された攻撃）。
【０００３】
　暗号化された情報の複製を防ぐために、コピー防止（copy protection）を提供するこ
とが知られている。例えば、特許文献１は、暗号化された情報が記憶されている記憶媒体
において、隠された特徴を提供することを開示しており、その特徴は、実際のデータが読
み出される前に調査されるべきである。データ記憶媒体を複製する間、隠された特徴は、
ファイルに属していないために見落とされ、その上、上記特徴は複製されず、その結果、
複製は完全なものではない。しかしながら、このコピー防止は、複製プログラムが、デー
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タとして識別される記憶媒体の領域だけでなく、使用されている領域と認識されるか使用
されていない領域と認識されるかに関わらず記憶媒体のすべての領域を複製することによ
って回避されうる。したがって、コピー防止に関わらず、複数の異なる計算機で情報を復
号するために、要望どおりの暗号化された情報の複製の数を準備することができる。
【０００４】
　特許文献２は、ホログラムの生成の間、物体光（オブジェクトビーム）が、物体光（オ
ブジェクトビーム）の上に重畳されたランダムに変調された参照光（リファレンスビーム
）を有するホログラフィックデータ記憶を提供することを開示する。これは、記憶される
べき情報の光暗号化をもたらす。同一の変調が読み出すときに使用されなければならない
。この符号化方法の不利な点は、変調された参照光（リファレンスビーム）を提供するた
めに、特に摩耗現象、及びとりわけ正確な制御された位置に対する必要条件によって相応
に障害の影響を受けやすい可動部品を有する機構が要求されることである。例えば、使用
している装置に対する非常に小さいノックの結果発生しうるような、ホログラムの生成の
間の単一の非常に小さいエラーでさえ、損傷した情報をもたらし、その情報は権限のある
ユーザによってさえ、もはや再構成することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許出願公開第１３５５２１７号公報。
【特許文献２】米国特許第３８９４７５６号明細書。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、並列化された総当たり攻撃に対するより高い耐性を示し、障害に対す
る感受性の減少によって扱いやすいホログラフィック記憶に対する符号化方法、復号方法
、コーデック及びデータ記憶媒体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、上記目的は請求項１記載の特徴を有する符号化方法、請求項８記載の
特徴を有する復号方法、請求項１３記載の特徴を有するコーデック、及び請求項１７記載
の特徴を有するデータ記憶媒体によって達成される。本発明のさらなる改良は、下位クレ
ームに明記されている。
【０００８】
　ホログラフィックデータ記憶媒体上で保護する価値のある情報を暗号化する本発明に係
る符号化方法では、まず第１に、暗号化された情報の項目が提供され、上記情報は、特に
デジタルフォーマットで存在している。暗号化されるべき情報の項目はまた、より大きい
全体の情報の項目の相対的に小さい部分でもよい。その後、情報は、少なくとも１つのグ
ラフィックデータイメージに変換され、それにより上記情報は、グラフィックフォーマッ
トで存在している。例えば、データイメージは、白及び黒の矩形の列で構成され、それぞ
れの矩形は、デジタル形式で存在する情報の１ビットに対応する。データ密度を増加させ
るために、複数の異なる色、又はグレーステップ（gray steps）が使用されることも可能
である。その後、グラフィックデータイメージは、ホログラムでホログラフィックデータ
記憶媒体を書き込むために、少なくとも１つのホログラムに変換される。ホログラムは、
特に、例えば反復フーリエ変換アルゴリズム（ＩＦＴＡ：Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｆｏｕｒ
ｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）を用いて計算機で生成さ
れることによって得られる。
【０００９】
　本発明によれば、ホログラフィックデータ記憶媒体がホログラムで書き込まれる前に、
ホログラムはグラフィックで変更される。ホログラムにおけるグラフィック変更は、別の
暗号化レベルを表し、その暗号化はデジタル暗号化から独立している。事前に実行された
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デジタル暗号化方法を復号するパスワードの知識を有していても、まだ実用的な情報は、
ホログラフィックデータ記憶媒体から集められることができない。その結果、特にある計
算機から別の計算機への暗号化された情報の伝送は、より良く保護され、それにより、ホ
ログラフィックデータ記憶媒体が権限のない者へ渡っても、暗号化された情報はまだ失わ
れない。ホログラムにおけるグラフィック変更は、例えば特に自己消去（self-deleting
）プログラムを用いて、可逆にすることができ、本プログラムが異なるルートにより送信
先の計算機へ到達することが可能である。例えば、ホログラムは、郵便で発送されたホロ
グラフィックデータ記憶媒体上に記憶されることができ、一方、グラフィック変更を可逆
にする復号プログラムは、個別に配分されることが可能な登録番号の入力に続いて、イン
ターネットを経由してダウンロードされることができる。ホログラムにおけるグラフィッ
ク変更は、特に計算機で生成されたホログラムの場合、特に簡単に実行されることから、
保護する価値のある情報の復号に対する改善された保護は、障害の影響をほとんど受けな
い単純な方法を用いて達成される。ホログラムにおけるグラフィック変更は、情報を解体
し再配置することから、元の情報に対してシーケンシャルに順序付けされていない暗号化
が達成され、これにより、並列化された総当たり攻撃を用いた復号は、少なくとも相当に
より難しくなる。ホログラムは、ホログラフィックデータ記憶媒体が書き込まれる前に、
グラフィックで変更されることから、複雑で障害の影響を受けやすい使用されるべきデコ
ーダの機構は、書き込み操作に対して避けられる。
【００１０】
　本発明に係る符号化方法の好ましい実施形態において、グラフィックデータイメージは
、グラフィックデータイメージを変換する間に、少なくとも２つの部分領域へ分割される
。その後、部分領域は、好ましく定義された順序で２次元パターンの形式のホログラムに
変換され、上記２次元パターンは、イメージ鍵を用いて一意に定義される。その後、ホロ
グラフィックデータ記憶媒体は、上記ホログラムで書き込まれる。イメージ鍵において、
個別の部分領域が処理される順序を定義することができる。例えば、複数の矩形の部分領
域で構成される長方形のデータイメージは、行ごとに、列ごとに、又は部分領域の任意の
所望の順序で処理されることができる。さらに、イメージ鍵において、それぞれの部分領
域は、その初期位置に関して、移動及び／又は回転を割り当てられることができる。例え
ば、長方形のデータイメージは、複数の等しいサイズの矩形の部分領域に分割され、特定
の部分領域が、定義された数の部分領域によって水平方向及び／又は垂直方向へ移動され
ること、及び／又は特に９０°の倍数で回転されることが可能である。グラフィックデー
タイメージを変換する間、部分領域が変換されたデータイメージにおいて重複するのであ
れば、データ密度が、例えば、解像度がそれらの領域において適切に増加させられること
、あるいはより多くのグレーステップ（gray steps）が許可されることによって、必要な
らばそれらの領域において増加させられることが可能である。
【００１１】
　追加又は代替として、グラフィックデータイメージは、中間ステップにおいて中間ホロ
グラムに変換されることができ、この中間ホログラムは少なくとも２つの部分領域に分割
され、その後、それら部分領域は、一意に２次元パターンを定義するイメージ鍵を用いて
、特に定義された順序で２次元パターンの形式のホログラムに変換される。上記変換は、
特に、データイメージの変換を用いることによって、上述したように実行されることがで
きる。その後、この方法で生成されたホログラムは、ホログラフィックデータ記憶媒体へ
書き込まれる。イメージ鍵は、例えば、グラフィックデータイメージ、及び／又は中間ホ
ログラムが分割される部分領域の数、２次元パターンがどのような形及び配置を有してい
るのか、さらにどの部分領域がパターンのどのポイントで配置されるのかに関する情報を
含む。部分領域の数は、異なって配置された２次元パターンがいくつ可能かということに
影響し、その方法で、部分領域が２次元パターンへ整列される。部分領域の数、及び／又
はパターンの数は、特に、エントロピー、つまり暗号化の複雑度が最大となるような方法
で選択される。
【００１２】
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　グラフィックで変更されたホログラム、つまり２次元パターンは、特に、グラフィック
変更なしでグラフィックデータイメージが変換された中間ホログラム、又はホログラムと
同一の外部の輪郭を有しない。グラフィックデータイメージは、通常、できるだけ密度が
高く密集して構成されるため、この方法によりグラフィックで変更されたホログラムは、
未使用の空間を有する２次元パターンとなる。これら未使用の空間は、好ましくは、例え
ば関連のない干渉情報であるホログラフィックデータで充填される。空間が充填されると
いう事実は、暗号化された情報を有するホログラムの２次元パターンが、ホログラフィッ
クデータ記憶媒体のどのような試験によっても決定できないことを意味する。特に好まし
くは、未使用の空間は、別の暗号化された情報の項目から生成された別のホログラムで少
なくとも部分的に充填される。この場合、この別のホログラムのグラフィック変更は、特
にグラフィックで変更されたホログラムの生成の間に使用された事前に使用されたイメー
ジ鍵を考慮しながら実行される。このことは、ホログラムが重複しないこと、及び情報が
不注意に破壊されないことを保障する。正確に２つのグラフィックで変更されたホログラ
ムが、お互いに入れ子にされることがあれば、第２のホログラムを暗号化するイメージ鍵
は、第１のホログラムを暗号化するイメージ鍵の逆バージョンにある。特に好ましくは、
複数のホログラムが、例えば標準化されたサイズのホログラムブロックを作り出すために
、お互いに入れ子にされる。多数のホログラムがお互いに入れ子にされた結果、複数のイ
メージ鍵が必要とされ、それにより暗号化の複雑度が、特に単純な方法で増加する。
【００１３】
　ホログラフィックデータ記憶媒体に記憶されたホログラムは、例えば振幅ホログラム、
又は偏光ホログラムとして記憶されてもよい。振幅ホログラムは、“密着焼付け（contac
t printing）”方法により複製できることから、偏光ホログラムが好まれる。偏光ホログ
ラムが、ホログラムでホログラフィックデータ記憶媒体を書き込むことによって生成され
ると、ホログラフィックデータ記憶媒体を複製することは、より困難になる。特に、ホロ
グラフィックデータ記憶媒体を複製するためには、光学的に偏光ホログラムを読み出すた
めにまず設置され調整されなければならない光学システムが必要とされる。これは、デジ
タル形式で存在するデータと比較して、相当により時間がかかるため、ホログラフィック
データ記憶媒体の大量複製は、相当に増加した時間消費のために、より困難になる。フォ
トアドレス割当可能なポリマーは偏光ホログラムの記憶を可能にすることから、特に好ま
しくはこれらがホログラフィックデータ記憶媒体に利用される。
【００１４】
　暗号化の複雑度をさらに増加させるために、好ましくは暗号化されるべき情報を少なく
とも２つの情報の部分項目へ分割することが行われ、イメージ鍵あるいは異なるイメージ
鍵を用いてそれぞれのケースにおいて、本方法の別のコースにおいて個別に、それぞれの
情報の部分項目を暗号化する。特に好ましくは、暗号化されるべき情報は、少なくとも２
つの部分ブロックに事前に分割され、それらブロックは、情報鍵を用いて情報の部分項目
に分割される。例えば、暗号化されるべき情報は、等しい又は異なる長さの複数の部分ブ
ロックに分割され、部分ブロックは、特定の順序で交互に又は異なる方法にしたがって、
少なくとも２つの情報の部分項目に分割される。その結果、情報は複数の部分に解体され
、生成された情報の部分項目内に再配置されることから、保護する価値のある情報に対す
る追加の暗号化が達成される。
【００１５】
　好ましくは、情報あるいは情報の部分項目を少なくとも１つのグラフィックデータイメ
ージに変換する間、グラフィックデータイメージの数、サイズ、ラスタリングを定義する
変換鍵が使用される。情報もまた、１つ以上のグラフィックデータイメージに変換される
という事実は、暗号化の複雑度が増加しうることを意味する。さらに、選択されたグラフ
ィックデータイメージのラスタリング、つまりデジタル形式で存在する情報の項目の１ビ
ットに対応する２次元領域がどれほど小さいか又は大きいかは、対応して物理的に実行さ
れなければならない読み取り機の設定を必要にする。さまざまな設定を試みるために必要
とされる時間消費は、記憶されたホログラムの復号を魅力がないものにする。特に、干渉
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情報がデータイメージ中に提供されており、データイメージのラスタリングが暗号化され
た情報の区切りの２倍細かいものであれば、権限のないユーザは細かすぎるラスタと仮定
したくなり、それによりホログラムは、対応するデジタル形式へ復号されることができな
い。
【００１６】
　本発明は、さらに、上述した符号化方法で暗号化された情報を復号することができる復
号方法に関する。本発明に係る復号方法では、まず、少なくとも１つのホログラムを有す
るホログラフィックデータ記憶媒体が提供される。その後、ホログラフィックデータ記憶
媒体は、ホログラムを読み出すために、特にレーザビームであるエネルギービームを用い
て照射される。ホログラフィックデータ記憶媒体で反射されたエネルギービームは、ホロ
グラムをグラフィックデータイメージに変換するために、受信機を用いて受信される。本
発明によれば、エネルギービームはフィルタに入射され、そのフィルタはエネルギービー
ムを部分的にのみ通過させる。エネルギービームは２次元パターンで受信機に入射される
という方法でフィルタを通過し、その２次元パターンはイメージ鍵によって一意に定義さ
れる。
【００１７】
　フィルタによって反射、及び／又は吸収されるエネルギービームの部分は、復号される
べき情報の項目の再構成に関係しないホログラフィックデータ記憶媒体に記憶されたホロ
グラムの部分に対応する。エネルギービームに対するステンシルのようなフィルタリング
を用いることで、復号されるべき情報に対応するホログラムの部分のみが受信機によって
受信される。ホログラムにおけるグラフィック変更のために利用されたイメージ鍵は、イ
メージ鍵で定義される２次元パターンに関するフィルタで明示される。フィルタは、ホロ
グラムを復号する間に適切な装置へ単純に挿入されることができる構成部品となることが
できる。限定された数のフィルタのみしかない場合、暗号化された情報を保護することを
フィルタの監視によって、一般に、使用されたホログラフィックデータ記憶媒体の単なる
不完全な監視がセキュリティに関してほとんどなくなるように、確立することができる。
【００１８】
　好ましくは、エネルギービームは、すでに２次元パターンで、ホログラフィックデータ
記憶媒体に入射される。したがって、好ましくは、フィルタは入力されるエネルギービー
ムのビーム経路に配置され、反射されたエネルギービームのビーム経路には配置されない
。おそらく、不利な散乱効果はそれによって避けられる。さらに、ホログラフィックデー
タ記憶媒体の部分照射は、より簡単に調査されることができる。
【００１９】
　好ましい実施形態において、使用されたフィルタは液晶ディスプレイであり、又は液晶
ディスプレイを有するフィルタが使用される。液晶ディスプレイを用いることで、特に物
理的にエネルギービームの振幅を変化させるフィルタは、特に単純に異なる２次元パター
ンを設定することができる。したがって、同一のフィルタは、さまざまなイメージ鍵の２
次元パターンをエネルギービームへ印加することができる。特に好ましくは、液晶ディス
プレイは、少なくとも１つのイメージ鍵が記憶された計算機ユニットへ接続される。その
結果、液晶ディスプレイによって印加されるパターンは、計算機ユニットに記憶されたイ
メージ鍵に応じて生成されることができる。これは、特に、柔軟に利用できる技術に興味
を持つユーザに対して、本発明に係る復号方法の商用アプリケーションを可能にする。
【００２０】
　本発明は、さらに、符号器／復号器（“コーデック”）、つまりホログラフィック形式
で存在する情報の項目を符号化する、及び／又は復号するデバイスに関する。コーデック
は、エネルギービーム、特にレーザビームを生成する放射源を有する。レンズ配置を用い
て、ホログラフィックデータ記憶媒体は、エネルギービームを用いて照射されることがで
きる。さらに、コーデックは、ホログラフィックデータ記憶媒体を保持する保持デバイス
を有する。保持デバイス、及びレンズ配置は、ホログラフィックデータ記憶媒体が、複数
の点で、特に一面のすべての点で照射されうるような方法で、お互いに相対的に移動され
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ることができる。さらに、受信機は、ホログラフィックデータ記憶媒体から反射されたエ
ネルギービームを検出するために提供される。本発明によれば、フィルタは、エネルギー
ビームのビーム経路に配置され、エネルギービームが２次元パターンで受信機を照射する
ようにエネルギービームを変更し、その２次元パターンは、イメージ鍵によって一意に定
義される。本発明に係るコーデックは、特に、符号化方法、及び／又は復号方法を用いて
上述したように設計され開発される。
【００２１】
　本発明は、さらに、暗号化されたデータのホログラフィック記憶のためのデータ記憶媒
体に関し、データ記憶媒体はホログラムを記憶するデータ記憶素子を有する。本発明によ
れば、データ記憶素子は２次元パターンの形式を有する複数のホログラムを有する。２次
元パターンはイメージ鍵によって一意に定義される。したがって、ホログラムは、データ
記憶素子の中で、順序付けられて連続して配置されていないことから、記憶されたデータ
の暗号化は、単純な方法によって達成される。イメージ鍵の知識によってのみ、情報が記
憶されたデータ記憶素子の関係ある領域が決定されることができる。
【００２２】
　好ましくは、データ記憶素子は、複数の標準化されたサイズのホログラムブロックを有
し、ホログラムブロックは、情報の項目に関する少なくとも２つのホログラムを有する。
ホログラムは、特に、未使用の中間領域が避けられるような方法で、お互いに入れ子にさ
れる。このようにして、２次元パターンの形式は、覆い隠される。
【００２３】
　特に好ましくは、データ記憶素子は、フォトアドレス割当可能なポリマーを持つフィル
ムを有する。特に、フォトアドレス割当可能なポリマーを用いて、好ましくは偏光ホログ
ラムとしてデータ記憶素子にホログラムを記憶することができる。その結果、データ記憶
媒体の複製が回避される。
【００２４】
　以下、本発明は、添付の図を参照してより詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明に係る符号化方法の第１のステップを示す。
【図２】本発明に係る符号化方法の第２のステップを示す。
【図３】本発明に係る符号化方法の第３のステップを示す。
【図４】本発明に係る符号化方法の第４のステップを示す。
【図５】本発明に係る復号方法の第１及び第２のステップを示す。
【図６】本発明に係る復号方法の第３のステップを示す。
【図７】本発明に係るコーデックの概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明に係る符号化方法の第１のステップ（図１）において、情報の項目Ｉは、２つの
情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２に分割される。情報の項目Ｉを２つの情報の部分項目Ｉ１，Ｉ

２へ分割する間に第１の暗号化をすでに達成するために、情報の項目Ｉは、複数の部分ブ
ロックへ分割され、図１の部分ブロックは、下線が引かれた数字、及び下線が引かれてい
ない数字を用いて次々に示される。情報の項目Ｉを２つの情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２へ分
割する間に、下線が引かれた数字で示される部分ブロックは、情報の部分項目Ｉ２へ割り
当てられ、下線が引かれていない数字で示される部分ブロックは、情報の部分項目Ｉ１へ
割り当てられる。情報の項目Ｉを少なくとも２つの情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２へ後に配分
するために情報の項目Ｉが部分ブロックへ分割される方法は、情報鍵Ｓ１によって定義さ
れる。
【００２７】
　符号化方法の第２のステップ（図２）において、情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２は、グラフ
ィックデータイメージＤ１，Ｄ２にそれぞれ変換される。グラフィックデータイメージＤ
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１，Ｄ２はバーコードであってもよい。好ましくは、グラフィックデータイメージＤ１，
Ｄ２はマトリックスコードである。なぜなら、マトリックスコードはバーコードよりも同
一の面に対する必要条件で、より多くの情報を符号化できるからである。説明される例示
的な実施形態において、グラフィックデータイメージＤ１，Ｄ２は、白及び黒の矩形の列
から組み立てられ、それぞれの矩形は、デジタル形式で存在する情報の項目Ｉ１，Ｉ２の
１ビットに対応する。使用されるグラフィックデータイメージＤ１，Ｄ２のサイズ、及び
白ならびに黒の矩形のサイズ（ラスタリング（rastering））は、変換鍵Ｓ３によって定
義される。さらに、情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２を変換する間に、個別の部分ブロックへの
分割は、情報鍵Ｓ１を用いて上述したように、即座に実行される（図１）。
【００２８】
　符号化方法の第３のステップ（図３）において、グラフィックデータイメージＤ１，Ｄ

２は、計算機で生成された中間ホログラムＨ１，Ｈ２に変換される。この変換は、特に、
反復フーリエ変換アルゴリズム（ＩＦＴＡ）などの計算機で生成されたホログラムの生成
に対する標準化された方法によって実行される。しかしながら、例えばさらなる暗号化を
達成するためにＩＦＴＡから変更された、具体的に構成されたアルゴリズムを使用するこ
とも可能である。
【００２９】
　符号化方法の第４のステップ（図４）において、中間ホログラムＨ１，Ｈ２は、イメー
ジ鍵Ｓ２を用いて、ホログラムＨ’１，Ｈ’２に変換される。この変換のために、第１の
中間ホログラムＨ１は、複数の部分領域ｈ１，１，ｈ１，２，…，ｈ１，ｎへ分割される
。これらの部分領域ｈ１，１，ｈ１，２，…，ｈ１，ｎは、定義された順序で２次元パタ
ーンの形式へ配置され、第１のホログラムＨ’１となる。第２の中間ホログラムＨ２は、
対応した方法で処理され、部分領域ｈ２，１，ｈ２，２，…，ｈ２，ｎは、定義された順
序で２次元パターンの形式へ配置され、この順序は、第１のホログラムＨ’１の２次元パ
ターンに関して反転されている。したがって、第１のホログラムＨ’１の２次元パターン
、及び第２のホログラムＨ’２の２次元パターンは、未使用の空間が避けられるような方
法で、お互いに入れ子にされることができ、ホログラムブロックＨｇｅｓとなり、ホログ
ラムブロックＨｇｅｓでは、ホログラムＨ’１，Ｈ’２の２次元パターンは見られない。
イメージ鍵Ｓ２によって一意に定義されるホログラムＨ’１，Ｈ’２の２次元パターンは
、ホログラムブロックＨｇｅｓにおいて完全に隠蔽されている。
【００３０】
　ホログラムブロックＨｇｅｓに記憶された情報を復号するために（図５）、ホログラム
Ｈ’１，Ｈ’２の２次元パターンの知識が所与とすると、まず、例えばフィルタを用いて
、２次元パターンのうちの１つが覆われることができ、イメージ鍵Ｓ２を用いることによ
ってのみ第１のホログラムＨ’１が第１のデータイメージＤ１へ変形し戻されることがで
きる。その後、第１のグラフィックデータイメージＤ１は、変換鍵Ｓ３を用いて、第１の
情報の部分項目Ｉ１に変換し戻されることができる。第２のホログラムＨ’２は、対応す
る方法で処理され、この場合、ホログラムＨ’１の２次元パターンは覆われ、第２のホロ
グラムＨ’２のみが見える。
【００３１】
　復号方法の最後のステップ（図６）において、情報の部分項目Ｉ１，Ｉ２は、情報鍵Ｓ

１を用いて、所望の暗号化されていない情報の項目Ｉへ変更される。
【００３２】
　符号化方法、及び復号方法を実行するために、コーデック（図７）は、例えばレーザ光
線を生成する放射源１を有する。このエネルギービームは、レンズ配置３を経由して、ホ
ログラフィックデータ記憶媒体４上へ偏向される。ホログラフィックデータ記憶媒体４は
、実際上ホログラフィックデータ記憶媒体４のすべての領域が照射されるように、保持デ
バイスの中に配置される。ホログラフィックデータ記憶媒体４から反射された光は、グラ
フィックデータイメージＤ１，Ｄ２へ読み込まれているホログラムＨ’１，Ｈ’２を変換
するために、受信機５によって検出される。フィルタ２は、エネルギービームのビーム経
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路、特にエネルギービームがホログラフィックデータ記憶媒体４へ入射される前に配置さ
れる。説明される例示的な実施形態において、フィルタ２は、第２のホログラムＨ’２の
２次元パターン（上）、又は第１のホログラムＨ’１の２次元パターン（下）のどちらか
を除去する。この２次元パターンは、イメージ鍵Ｓ２によって一意に定義される。異なる
２次元パターンの間で特に単純に変更ができるように、フィルタ２は、液晶ディスプレイ
を有することができ、その液晶ディスプレイは、要求に応じて適切な２次元パターンを設
定する。この目的を達成するために、液晶ディスプレイは、計算機ユニットに接続される
ことができ、その計算機ユニットにイメージ鍵Ｓ２が記憶されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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